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ス劣砂:W公5:ニぷ％聚ぐムrcムぬ众i於vViぺ-れレ今-'̂^̂̂^

懂 家 独 占 資 本 主 義 形 成 期 に お け る 社 会

政 策 と 労 働 力 政 策 一  「労働若炎害抉助法案」

および/ 退職手当金稹立法案」を め ぐ っ て 一 ，

飯  ' 田 鼎

1) _ 家独占資本主義段階と社会政策

2) 「労働者炎害球助法案」をめぐって

3) 「退職手当企積立法案」について

一般に，独占資本主義は「資本主義の最終段階」としての帝_ 主義に- -致するとぃわれてぃるが， 

そめ J：うな独占資本主義段階のなかで，ぃ:b ゆる国家独占資本主義は，どのように位置づけられる 

のであろうか。すでにレーニンは，「前世紀の60—70年代には，JT由競♦の先進的で進歩的であっ 

/こ笹畀資本主義は，20世紀のはじめに独占資本生義手なわち帝国主義に成長転化したが，戦争中に， 

金®j(資本の巢ぃっそうおしすすめる方向へだけでなく，国家資本主義に転化する方向へ，一大 ,
'  - : " r i ) :；- . .

前進をとげた」とのべてぃる。 またヴァルガによれば，す国家独占資本主義は，第 .1 次世界大戦が 

終ったのちに弱まり，恐慌が終結したのちに再び退潮し, m 2次大戦中にまたもや急激に強化し， 

戦爭の終結後ある程度弱まり，そして現在は, 質的に新しぃ高揚をおこなぃつつある。すなわち，
> ' 1 '■ '：. -ノ ： .；、 -.... .V ， . い - : (2 \ .

_ 国家的,な国家独占_ 体が設立されたこと，これがその新しぃ点である」とぃわれる。しかし歴史 

的には, 第 1 次大戦にはじまるとして，も，その独占の発展段階に，■ 家と独占資本との関係は,ま 

ったく一棣^ ものとば考えることはできなぃ。 バ

一般に独占資本主義とぃう場合における国家と独占資本との関係につぃてはさまざまな解釈があ 

'る。その学説には大別して二つの潮流がある。绾 1 は, 国家独占資本主義の本質は,独占体への围 

家め従厲にあり，第 2 には，独占化への国家の従厲的性格よりも，国家独占資本主義とは「生産関 .

係の新たな事態」であるとする流れである。前者は, モーリズ• ドッブに見出されるところであ
■ ■ . - - • . . .  . . ■ . ■ ■

り，後者は魄後の西ドイツにおけるドイツ資本主義について新たな問題提起をして注目をあびた成

.注（1 ) 广レ— ニソ全集」第 2 3巻 （大月版）296頁。「世•界政治の転換」をみよ。

( 2 ) ェヴゲ二— ，ヴァノレガ，村W 賜 一 •相丨江JH规 制 「資本主義経済学の諸問題j 1966年 （治波拗店）65

( 3 ) 沿 水 嘉 治 1'帝国主義論序説j 1965年 （街斐問) 183莨。
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. 国家独占資本主義形成期における社会政策と労働力政策

(A \

ドイッのツイーシヤンク(Zieschank)によって代表される。すなわちドッブは，マルクス主義の国家 

論における古典的規矩，階級支配の道具としての国家という観点を洱確認L っっ，国家独占資本 

主義の出現は，独占資本主義の本質に基‘本的な変化を及ぼすというようが事態ではないとして，そ 

の本質を国彖め独占体への従属のなかに認めている。これに対して，ツイ一ジャンクはこの本質 

に依存しながらも，それと同時に/ クCの生産関係とめ銃ニ*的把搪にこれを求めている点が特徴的で 

ある。ッイーシヤンクの理論にたいして，わが国では一般に高い評価が与えられているが，その

「生.産関係論丄は, 上部構造としてめ国家および政策と，生産関係としての国家および政策として
.. *
の国家独占資本主義とを区別すべきことを強調しっっ，これらの関心があいまいであるという批判 

がある。 ，

これらの二っの流れにたいして，基本的には第1 の流れ, ずな:b ちドッブの観点に立ちっっ,さ 

' らに独自の見解をっけ加えたものとして，ヴァルガの国家独占資本主義論を‘ げなければならない。 

彼は，「国家独占資本主義は, 独占体を富ませ，労働連動と民族解放運動とを弾庄し,資本主義制度を

救済し，侵略戦争を開始する目的で，独占体の力と国家の力を単一の機構に結合している」という. ：- .
規矩の上に立ちっっ，独占資本と国家とはそれぞれ自立的な力なのだが，雄占資本主義の時代に，

両渚は一定の目的達成のために1 っに結合するのであって，たんに国家が一面的に独占資本に従属 

させられるのではないとのべているのは箪要である。すなわち問題の核心は，一方的に r従属』 さ 

せられる点にあるのではなく， 2 っの力が結合されることであり， しかもこの結合にもかかわらず， 

それらの力がそれぞれの自立性をある程度保っていることであり，その上で二っ:の目的，すなわち, 

資本屯義的社会制度を維持するととと，国家の助けをかりて，独占資本に有利なように国民所得を’ 

再分配することであるというのである。しかし，この二っの主要な自的の間にば，根本的な矛盾が 

胚胎していることを，っぎのように主張しているのは一層重要であると思う。 「第 1 の主要目由は
.......ノ ‘ . ， ' . . . . . . .  ノ . ：.

 資本主義的社会制度の維持—— のためのたたかいは，独占体はその所得の全部または一部を勞

働の揮取によって得ている資本;fe義社会の諸階層，すなわち，非独占のブルジョァジ一，地主，富 

農，小ブルジョァジ一および高給をもらっている上層職員や官吏，贸収された労働官僚や労働貴族， 

ひとことでいえば，社会の社会主義的改造を望まない分子の支持をうける。第 2 の菡本目的一一国 

寒の助けをかりて独占資本に有利なように国民所得を再分配すること—— を迸祝する而では，独占 

体は，第 1 の月的の達成にさいしては独占ブルジョァジ一を交持するような资本主義社会の諸層に 

まで扔f f を与えて，彼らの独占体の敵とならせ，勤労者と独占体の圧迫をうげるブルジョァ諸層と. 

のあいだに，独占資本の支配に反対する族範な戦線が成立する可能性をひらマ。」その意味では，
，---------；一~：---  ；-------——•：------------------；_________：____：______一______________________  .八

注（4 ) この二っの流れにっいての紹介は，宇高站輔稿r レーニンf帝丨聞主義論』の现代的意義」，現代帝固主義講座 

第1逸 （1963年，丨丨本評論社:i 所収がぐわしい。 パ
( 5 ) ッイ一シャンクの理論にっいては, 「固家纽沾資本主義の沿干の■ 論的■ 糖によせて」（長洲一二篇f現代 

資本主餞とマルクス生義』所収，1956年，大力_ 沾,) . ，

— 2 (664) 一一
- * *

-u w '-《々 ，，し ゅ ハ iト ' w ふ：ぐ： 八，i ' t  f パ、.、、ドv '公 人 wユ'丁iぢズ̂ !^ 5 へ这we狡俗sぶぶ令辟、̂^̂

国家独由資本主義形成期ゆおける社会政策と劣働力政饿 '

まさしく国家独由資本生義はト弁証法的な矛盾をはらんでおり，，一力•においてそれは「資本主義体 .

制を一時的に安矩させ，国家の助けによづてプロレタリアートの搾取を強化する肀段であるJ とし .

、て卜「ニュ ー • ディプル政策」の意義を強調Cているのは印象的である。 ;

しかし以上のような国家独占資本主義論を概観していえることは，固家独占資本主義を独占資本 . : 

主義成立史Q i :でめ位置づけに必ずしも成功していないことに注上丨する必瘐がある。 何故ならば， ： 

ドッブのいうところの「国家の独占資本への従属」にしても，またッィ一シャンクの「生産関係論」 ■ : 

咚しT も:，さらにグアルガの「国家と独占資本との弁証法的な関係」にしても，独 占 段 階 の 鴻 展 過 . 

.箱において，f の国家と独占資本との関係を決定的に不可分とした契機は何であったかが暧昧にさ■ レ
. . 1 ..パ . : ;

:れている点が問題であると思う。 レー土ンが，1920年代の時点において，国家独Hi資 本 主 義 へ の 移 ；
. . . . ' .'し.、

行を指摘しているとしても，たとえば彼が，1929年恐慌とこれにつづいておこるニュー • デ ィ ー ■"

/ レ政策, イタリアにおけるフアシズムあるいはドイツに; けるナチズムの運動をどの程度予見して ' .、
' . . . . . . . . . . . . . . . . . .い.

V たかは明らかではない。大恐慌を境として,国家独占資本主義は金く新たな段階に入ったというパ
• i
.ことについては，それ以後の世界資本主義国の政策形成におけるいちじるしい変化をみれば明ら/ハ i

• (7 ) . . ■ ■ ' V . - ' ノ --イ ：，

であるが, とりわけわれわれは，独占資本の労働力政策において, 国家権力の徹底的な利用丨こよる1. 

•労働力O 確保，そして戦争f e 済へのための準備O 狂奔というフアシズム体制への途が，1929年 恐 慌 ！ 

.とこれにつづく準戦時体制，の強イ匕のなかでふみ固めちれたところの劣働力政策，た と え ば ナ チ ん ; ' 

ドィツの「労働戦線丄のような労働ガの補!保政策チ, 賃金政策としてのニュー• デ ィ 一 ル 政 策 を み ： 

•れば, その相違はともかくとして，独占資本は国家権力を十全に利用することなしにはそのW生 産 i ,
- . . ' . . 一 .ベ..：•- •- , }>；V

構造を維持することができなかったことを迦解することができる。ご の 意 味 で 国 家 と 独 占 資 木 と の | 

剩係のなかに , 独占資本の労働力制度と賃金政策© もつ意味の重迆性が没却された場合には，そ の | : 

© 家独占資本主義論ぼ，きわめて抽象的な概念のせんさくにとどまるか,それとも公式主義におち . j 

いるほかはないであろう。国家と贴資本とや関係ル  . . ! ■

ための労働力政策i 賃金政策を無視しては語り得なぐなっ た 1929年恐慌以後こそ， 国 家 独 占 資 木 ： . 

主義の体制化の時期であるといえる。 • - '：:|

この場合, 「国家独占資本主義の体制化」というのは， 独占資木J:•義段階とは木贺的に興なると _ • '

ころの段階の開始を意味するものではない。それは，今# 紀初頭にきわ+めて肋穿的な形で山现し,

第 i 次世界大戦を経で強化され，.19的年恐慌をベて深化し，第 2 次 IH:界大戦の過视におぃて完全に ’

体制化したところのものであった。 そして1929年恐慌こそ， そのための決矩的モメントとなった

，注（6 ) ヴァルガ，前掲窗62—63贺。 . ：

( 7 ) 独由資本主義昉代を通じての政府女出め増大が，】929印•恐俄以後急激にたかまり，その政策形成にいちじる ! 
しい変化を及ぼした点につV、ては,•バラン♦ X ウイ- ジ一; 小拟敬士訳「独古资木— ァメリカの烧済*社 会 ■ 
秩垵にかんする試論/ (1967尔，沿波勘沾) 178 K以下を参照。 ；

■ . •. . • . . . ： . , . ： , .. .......に.：.::
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のである。従来, 国家独占資本主義論においては，資本の集士 .集積を槓杆とする独占夤本の成立 

と国家拖カとめ間の関係が, たんに支配 •,従属と' 、、革線的理解r とどまり，独占金融資本の形成と 

その国家権力との多面的な諸関係，f な；b ち労働力贵的蓄積 • 質的な而t ?の一層の発展の不可避 

性，分働運動と社会主義蓮動との密接な関係を媒介とする労働者階級全体め勢力の充実• 拡大そし. 

てより一層め強化，そしてこれに対して独占資本め強力な支# のもとにファシズA的権力の樹立な 

いし大規横な社会改革体系の遂行という社会構造的な諸関係についでば,国家独占資本主義段階の 

問題としてとりあつかわれることが少なかっナこ。だがそのような態度は, ■国家独西資本主義論を公 

式的な不毛な叙味乾燥な，従づて， き* りきった結論しか導き出せないところのディレ:ツダント的 

な論_ に終始せしめ芩ほかはない。いまもし，大恐慌の結果，勤勞大衆の極度6 窮乏化が,支配階 

級にたいし，ごれに対する大規模な政策体系の樹立を迫るとともに,他方でぼ次鎗にたかまる体制変 

革的な動きを封じようとして.国家主義的迤動が生まれ,これに影響されて労働運動の右翼化がはじ 

まるところめ1929年恐慌の時期を，「国家独占資本主義の体制化」として特徵づけることが正しい 

とするならば，それはまず何よりも，国家と独占資本との間の，それぞれの相対的独自性を保持し

つつも，この両者の弁証法的な関係，すなわち，最大限刺潤の獲得めための独占資本による国家権
. . . .  . • •

力の掌握，その十全な利用としてあらわれるのみならず，その対抗’的要因としての労働者階級の鞏 

固な組織的運動，これに対忠するところの精細な社会政策が,ヽ.勞働力政策と賃金政策の両側面をも 

って现象せざるをえないのである。すなわち筆者は, 国家独占資本主義とは，国家権力と独占金融 

資木との錯綜した諸関係のみならず，総体としての独占資本と組織的な労働運動とめ間に敵対的矛 

质が体制危機的なもめとして明確に意識され，支配階級^ :よって,政策体系の樹立め緊急性が具体 

、的に認識されることであ■りV 資本主義の歴史上は_じめて，■独占資本が国家権力か横杆として，もっ 

とも赤裸々な形で，労働力の直接的把握をめざす決定的な行動に出たところのものセあって，強い 

て類例を求めるならば歴史上マルクスのいわゆる「湾本の本源的蓄積」の時代に匹敵するものとい 

うべきであり，そうした意味でも1929年恐慌は， 「国家独占資本主義の体制化」と呼ぶに値しようa 

こうした論拠を支えるものとじて，I929年恐慌以後とそれ以前との決定的な相違点をなすとこ

ろの錄済政策の展開があらわれる。具体的には，管理通貨制度の確立を中心とするインフレー、ンョ.
.

ン政策の推進，軍事费の膨張をはじめとするさまざまの社会的諸経費の増大による恐慌対策.め強化 

となってあらわれ，独占資本主義段階における景気循環と恐慌局商との関係を特異なものたらしめ 

るのであるが，政策面では, 労働力の確保を因的とする労働力政策と貨金政策とそが,国家独由资 

本主義段陪における社会政策を成すものであり，その意味で，ナチ夕、. ドイツの!政策とアメリカの 

ニュー • デイ一ル政策とは，まことに典型的なものであったといわなければならない。

しかしながら， ドイツおよびアメリカ合衆国における国家独占資本主義確立期における社会政策 

には，それぞれ特殊的に貨金政策と労働力政策とめ独_ の'組み合わせがみられるのに反し, わが_

_ 家独占資本主義形成期における社会政策と勞痛カ政雜

— ~  4  (6 6 6 )  一~ —

国家独占资本屯義形成期における社会政策と劣働力政策

のこの時期におけるそれは，伝統的な低賛金政策にわざわv、されてみるべき賃金政策を!生み出すこ 

とができず，また労働力政策としてもきわめて不徹底なもの杞終らざ名をえなかった。こうしたわ 

力t国め社会政策の特異性についx は行論のなかで明‘ かにされるであろう。これを贺するに，国家 

独占資本主義の研究は，たんに国家権力と資本の集中および集演の過程との関速の.みを桁すのでは 

なくV との基本的な原則の上に立って，独占資本と賃労働との関係，国家の賃労働政策?)多面的な 

側面の考察を含むのであり，その意味で, 国家権力と独占資本との関係を，癒着ないし啦純なる支 

配 . 従属め関係に帰してしまうとすれば大きな間題を残ずこととなる。 その意味では, 1929年恐 

慌以後のわが国の社会政策は，きわめて興味ある題材を提东する。

n

第 1 次世界大戦の終結とそれにつづく戦後恐慌の勃発，その過程を通じてめ独山资木の確立によ 

って, 相対的安定期を迎えたかに思われた日本資本主義は，関東大震災を契機とする社会経済的• 

政治的混乱状態によって異常な衝撃をうけ，これビつづ <:世界大恐慌め勃発どその脆弱な資本主義 

的蓮盤をゆるがすところの深刻な不況は，その矛盾を未曾有め規楗においr 激発せしめたのであっ 

た。 I929年，世界恐慌の影響がやがて波及するセあろv という状態のもとで， 経済政策の破綻か 

ら退陣しぢ田中政友党内閣に代わって，民政党内閣が登場するや, 首相浜口雄宰は，みずから金解 

禁問題を解決すべく，緊縮政策をとなえ，財政規模の縮小，国f t • 公債の増加抑制，_ 民にたいす 

る耐乏政策の奨励を宣伝したが，解禁方針の具体化にともなう産業界の操業短縮，大企業の新設堝 

资の減少，一般商品および諸株式の低落によって，日本資本主_ は， 度の不況に転落していった

.のである。こめような状祝のもとで, 都市工業労働者と給料生活岩は深刻な失業に觅舞われ，.農村
： . . - • 、 . . .

における小作争議が深刻化ずるに至った。浜丨：!内閲の政策は，田中内間の方針すなわち，独占金融 

资本の擁護を目的とする治安維持法の改惡と軍琪的弾庄政策をうけつぐ' ものであり，いわゆる国家 

独古資本主義政策のニ層め推進をはかるものであった。このような段階における社会政策として， 

われわれは労働者災害扶助法，および追職秸立金及び退職丰当法め成立め過程について考察し，そ 

の意義を探ることは, 是非とも必耍であると考夂る。 ， '

労働者の労働災窖からの保護については,すでに工場法および鉱業法による保護規宛がみられた 

のであるが，屋外で働く日屈労働若は除外されヤいた。ところが，日本資本主蕺のm 的•質的発展 

の結架, 土木妞築業をは，じめとするいわゆる建設業の飛躍的な発展のなかで, 労働炎褂が激塯し， 

社会問題となってその解決を迫られるに至った。 绾 5 9議会で成立をみたこめ労働渚災银抉助法お 

よび労働者災密扶助貴任法は，M外の日屈労働者にも工場法程度の保護を加えようとするものであ 

り，その服りにおいて, 屈主め食担を増し，その责任め所在を明らかにするところのものであっ 

’ — 5 (667) >—  .

■ t o n

-.;、
^
-?
.
.-1

- :
愛
系
居>著
.-
?
?.
:
、
.
；
-
.
*
5



国家独占資本主義形成期における社会政策と勞拗カ政策

(a v
そしてそれは最初, I92? 年， 内務省社会局から，労働者扶助法案要鋼どして発表されたところの* 

ものであり，大恐慌期以前にすでに問題となったところめもの'"0あったcそめ主娈対象は*:①常時10人 '

以上の労働者を便用する砂鉱業• お切業そめ他の土石Q揉掘又は採取の事業， 木工荊X は工作物© 建設.
. 、、 ， . . . .

保存，修理. 変觅若しぐは破壊のエ_ , : ④土木建築，©鉄道• 軌道，® 国，府樣及び市丨丨丨1村9 商営エ琪，通欽 

道•軌道であった >ン ' /

これにたいして, 日本工業倶楽部は，⑴扶助責任が適当に第1 次事業請負者に負んされているこ 

と，⑵適.用施囲が限定的であること， (3) 土建運送業の_ 態からいって，扶助貴任が使用者に過重で 

あることなどの理由により‘ 反対の意見を具申したのである。 要綱は法文イ匕されて1928苹 1 月m  

屮内閲のもとに, 社会政策立法として第5 4議会に提案されたのであるが， これにたいして日本土. 

木妞築請負業者連合会は猛烈な反対運動を展開したのであった。では，こめような関係業渚の锰反 

対にもかかわらず，政府が敢えてこの法案の成立をはからざるをえなかったのは一体どのような趣 

由によるものであろうかD 

いうまでもなくそれは，大恐慌以後の深刻な不況状態のなかで激增ずる失業者,半失業群の潜在 

的ないし顕在的失業人ロの庄カにより，场Rf間労働および锊金の切り下げによる労働= 生活条件の* 

悪化にょって靑少年エゃ臨時エ，例 、下請企業.における無制限の能率増進政策からして, 急 速 味 : 

かまっていく労働_ ゃ職業病あるいは結核のまんえんなどにたV ,して，觸者は無関心でありえ 

なくなったごとによっている。社会局の武田晴爾は，1927年から 1931年までの工場災害め犠牲者
• ' '. . . .  . ...ぃ

となった死亡者 f f i傷若の統計的調杳結果にっリ、て，工場炎齊がどの程度 r 発生しっつあつたかと，  ̂

つぎのようにのベている：

「全国工場法適用工場Q 従業員はおよそ1,700, 000人であるが, こ.のうちより:， 1年間に炎寄; 

のために3 日以上休業を要レた被密者総数は45, 000人, そのうち，9, 500人は休業2 週間以上に 

わたり， 2,000人は不具廃疾者となり，300人は死亡した。 現代産業が此れ程大なる犠牲を払 

つつあるに拘らず，多くの災窖が，従業員の過失，不注意に因るものとされ，工場当局者に災害 

対策考究の熱意に欠くる処あり。社会一般に注意の喚起されていないのは甚だ遗憾である。」

. 工場法適川工場においては，労働災窗‘の獎態把握は十分ではないにしてもかなり正確なものとな： 

りえたのであるが，工場法の適用されない零細工場はもちろん，そうした労働保護規卑を欠いてい - 

る産槳部門 , たとえば土木妞築樂，鉄 道 • 軌道の運輸関係の労働者が，合理化の進展のなかで , た. 

えざる労働災窜の疱険のもとにおかれたことは当然セ， とくに土木建寒業労働者の如きは,同じ屋 

外労働渚といわれるにしても，建設会社によって直接に屈用されるのではな  < , 請負親方の屈用の，

もとにおけるいわゆる間接屈用であり，妞設資本は，労働渚の災畲の责任をこの請负親方の貴任に

注（8 ) これにっいては，|̂ 丨本穷慟迎動史14_|飨 7卷，256-ム7贺参船。

. ( 9 )  那A科学研究J.第 10卷络2 号 （昭和8 年 3册 （「书本労拗迎動免料j 第 7 巻， 219 m m ) .
■ ..

一 6 (668) — —

細 麵 卿 謂 ，零I丨顧狹̂ 办 機！' 與̂  ゼ，ベ， 代, -ぐ

'  •■ . ■ . . ..A ' ' - .パ，卜

国家独占資本主義形成期における社会政策と労働力政策 • •

帰し，そのため亡，労働者はM らの保障もなく苛酷な労働条件のもとに無保護のままに放置される 

状態なのセ'あらた。大不況深刻化の緩和策とt て, 国, 府県および市町村め事業として大規模にと，

ヴあげられtこ土木建設事業および, 鈇道レバス路線<0増設にかんがみて, 政府は，従来の：I:場 法 の 、

保護規走と括ぼ同様なものをとれらの事業に適用しようとする意図をもって，努働者災宙扶助法案 

’ を技如年，第 54'議会忆提案したのであるが，日本土木建橥請負業者連合会によって，. はげしぃ反 _

対をうけためである。 しかUながら，われわれはこめ反対をもづて，たんに独占的迚設業資’本のェ 

ゴイ；<ムめみをみるめでぼなく, 国彖権力と独古資本との複雑な関係,独占資本の労働者対策左国 

家の労轉カ政策とS 茅廇をみることができるめセあづ弋，それらめ展_ 6 うちに日本型社会政策の 

.類型と冬の連命をみ名G とができる0 である。その意味におV、て; 連合会会長鹿.島精一司会による 

. とごろめ0 本土木建燊請負業者連合会> 土木業協会,建築業会め三会臨時大会におけ名森下新造を 

は e あとする建設業界の関係者め議案説明ならびに運動経過報告には,きくべき多くのものを潜ま .

也ていもようヒ思う,、 '

ずでに指摘労働者炎害扶助法案とぃうか土 ,屋外勞働者を保護ずる目的をもって内  

務省社会局か立案し，'’ 政友会内閣か第54'議会に■提出した.も’のであ1.り,，.'建設_ 者はこれにたぃし反 * *

. 対むでーたのセあるが/名4 議会が解散されるや,再びそのまま 6 形をもって第 5 6 議 会 に _出 を み  

, るに至ったものであるンと紅良たいする建設資本の反対の論拠は , 冬め法索が , 炎!!|扶助の责任を 

雇主である建設業者のみにおし 'つけるものであって，政府はまらたぐその責任をまぬがれ，名 0 的 

. に勞働者保 _ を行なうとぃうにすぎず , _ 質的に啟資本家の負担のみ多 .ぐして，同 時 に 労 働 者 に と . 

らても決して有効だも 9 とほなりえなぃどいうことを強調している点にまず注目しなければならな 

い。そしてむ 1>ろ労働者の災害扶助を実効あるものとするためには，国営業務炎害保險，法 案 な る も  ̂

のをもづでこ ; ^ こ代え名べきそ、あるとじて , 政 府 ヒ 銳 く 迫 ク て ぃ る 点 は ,社 会 政 策 の 本 質 と い う 点 . 

がらみてまことに顧味ある問題を含んでV、るように思われ：5 。 '

「而ッテ私等バ斯クノ如キ法案ヲ苒ビ議会ニ提出ザルルコトアリト致シマ、ンタナラバ全国何每 

何十方ノ労働者ノ非常ナル不利益デブルト考へマシタ為二，何力之ニ代ハルべキ合理的ナ方法ガ 

ナイ力ト云プ$ トプ我々ュオイテ考へ々シタノデ細途イマス，其結果国営業務炎.害保険法ト云フ，

法案ヲ見附ヶ出シダンデアリャス。是ナラバ, 合理的ニ各種労働者ヲ救済x ルナトガ出来ルト考

へマジテ，興ン法案 ir•変へテ貨イタイト云フコ|、ヲ要求スノレコトニナツタノデブリマス.....。 ‘

肖時社会局■=•才力レマシテハ我々ノ陳情ニ対シテ, 成程君達イ云フコト，、理屈ガアル，.保険ハ理 

想デアル；併シナガラ保険法ヲ制定スルド云アコトニナルト，其時二ハ必ズ政麻ュ於テハ非常ナ 

_ 務费ガ掛ル, 調杳費用ガ掛ル，此緊縮方針ノ時ニ於テ調赉費相ナドヲ予算ニ取ルコ卜ハ出杂ナ
1 ' ' I - •

イ。斯々云フヤウナ御話デゴザイマシタ。併 、ンナガラ君チノ云フ所ハ理屈ガアルカラ調沲、ンテ 

見ルトイフコト ,デブリマシタ力ラ，私等ハ只管御願イ•シテ f e ツ タ ノ デ ア リ マ ス . .。然 ル ニ 昨 平 ■ ,

'•されは《なべレ，エ站豸ふ2 於公ぬ《猫ぐ叙级忽9 泛全猫5̂^̂ ^
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国家独占資本主義形成期における社会政策と労働力政策 

' 十月初メ ノ新湖ヲ見マスト次ノ 56議会ニ此労働者扶助法案ヲ第 54議会 匕出 、ンタモノヲ其儘提出 

スルト:Djフコトヲ社会局デ声明シ タ ト沄フコトガ新聞ニ載ツテ居ツタノデアリマス。我々ハ非常 

ニ驚キ諸君キ御承知ノ逋リ，昨 年 10月 20 日ニ神戸デ開催シタ連合会ノ大会ニ於キマシテ，、労働 

者扶助法案ノ反対ノ決議，国営業務災害保険法ニ変へルコトヲ要望ストイフコトヲ決議致シ々ジ 

テ， I®チ ニ 25名ノ実行委員 9 設ケ是ガ目的貫徹ノ夂メ努力'ンテ参ツタノデアリマ巧」

ここには社会政策のもっとも基本的な費用負担の問題があると同時に，そめ問題を媒介として国 

家と独占資本との関係についての政策決定の上での逭大な対立的側面が露呈されているょうに思う。 

まず第一の問題から論ずるならば，これは独占段階に至って一層激化する資本競争,その結果とし 

ての资本の集中‘集積の過程で合理化の強化にともなって生ずる労働者の虐使にたいして誰がそcq» 

費用を負担するかという問題であり，国家権力はびとつには社会政策立法推進という国際的な傾向 

の影響をうけ，公IE競争の原理に立って資本主義の発展をはかるという建前から労働力保護政策を 

立案せざるをえない立場におかれており，その場合，資本家，労働者おょび国家という三者の醵出 

にょる労働災害保険法という形が, 国際的に.はすでに常識化していたとI 、う現実にもかかわらず,あ 

くまでもこれを理释として，建設資本や負担において実現しょうとしたの.であハて，その根拠は一 

体どのょうなところにあったのであろうか。ひとつは当時政府は労働力の保護を真剣に考えたので 

はなく，あくまでも労働铒合法との関速一それはまだ成立せず，廃案にされょうとしてレ、す こ 一 , 

に和いて，少なぐとも，この法案は蜇耍な社会政策立法としてその意義を強調しなければならながっ 

たことがあげられょう。従って，社会政策の費用などは最初カゝら問題にならず,形だけを盤える迄 

けに終始していたことである。この社会政策の費用という問題,まさしく社会政策における労働力 

政策と貨金政策の接点にお计るこの問題をいかに軽々しく取り扱った.か，そレて法案が成立しさえ 

すれば，そ9 あとはどうなつてもょいというょうな安易な形式主義が,内務省社会局官僚にいかち 

.深 ,.く炎:唆っていたかは, やはり.森下新造のつぎのょうな報告の- -節々、らもうかがう...こ■とができょう，。

「併'ンナガラ其ノ時ニ社会局ノ部長ノ仰セニナリマシタニハ, 成程君達ノ言フノハ理想デアル

ガ此ノ法案ヲ出スト云フコトニナルト，一年ヤニ年デハ到底出来ナイノデアル。独モ本期議会ニ

問ニ合ハナイ，故ニ，先ブ以ツテ此扶助法案ヲ出シテサウシr 之ヲ点、) ' 奉 、シ̂ '兔士A

ノ丨:デ恶ケレバ保険ニ変へテモ宜イデヤナイ力ト云フ様ナコトデア丨ノ 4 、ンタ。之ニ対 'ンテ、我々ノ、 '

反駁ヲ致シテ参ツタノデゴザイマスガ，我々ノ力が足リナ力ツタノカ或ハ社会局ガ頑迷デアリマ

，ンタノ力，遂ニ此法案ハ1 月28 日愈々議会ニ提出サレタノデゴザイマス。実ニ我々ハ遺憾ニ考へ 
( 11) ■ •

マス……」（傍点引/ij者)。 •

注(10) 本土木迚築諸负衆咨連合会，土木樂協会，迚築業協会, 三会迚合臨時火会記祺速記録J (「日木労働速動

史料j 第 7 逸，258頁。） : -

( 1 1 ) 间上，史料 259萸。
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|家独占资本主義形成期における社会政策ど労働力政策

/ 理想である, 理屈はまことにその逋りであるが，現状ではそれは不可能であるから，まずとりあえ 

ずそれを出す，というような社会局の態度のなかにわれわれは一体何をみるであろうか。卿都合主 

義 / あらゆる簠大問題に対処するちあだって，こどの本質を衝き,これを根本的に解決するのでは 

なく，ただ一時を糊塗すれば万事足りるとするような御都合主義が濃厚で、はないか。このような態 

度はそもそもどこから出てぐるのであろうか。似而非立憲主義，似而非近代国家としての布在でし 

かなかった独占資本段階の日本資本主義は, 国家権力が労働問題の解決にあたって，.たとえばドイ 

ケにみられるように開明専制的ビスマルクの政策が生み出したところの廉大な社会保険体系の構:想 

を到底もちえなかったし，またそのような国家的政策のもとに独占資本の意図を包摂しえなかった 

のである。これはひとつには，日本資本主義の底の浅さと社会政策体系の費用を拾出すべき源資と 

して9 植民地諸地域からの超過利潤が，国家独占資本主義段階め到来とともに必然的にたかまらざ 

るをえない軍国主莽的フプシズム政策あために利用されたためであり/このような集情が宮僚の無 

責任主義と得まって，日本型社会政策の特殊な類型を創出したのではなかろうか。こめような無贵 

..任 .主義は’....:しかし，：果して，’..国冢権力の侧のみo ものであったろう’か。これについ:ては，.やは.り， 

つぎのような一節が有力な示陵をあたえる。 V

「斯クノ如ク運動ヲ致シテ参ツタノデゴザイマスガ， 只今法案ハ委員会イ手ニ於テ密議中デア 

リマ.ス°. 是ョ‘ リ.先力、運動ノ最後ノ五分間デアラヴト.私ハ考ヘルノデ'アリ:マス（拍手)。：殊土我々ノ 

# モ 導 憾 トスル所ハ，多数ノ代議士ヲ訪問致シマ,シタ中二於キマシテ野党ノ方々ハ暫ク招:イテ,

政友会即チ与党ノ政友会ノ方々ハ中ノニ, 三ヲ除キマシタ多数ノ御方ハ我々ノ陳情；対シテ，成 

廣君等ノ言フコトハ理屈ガアル，真理ガアル，成程扶助法案ハ欠点ガ多イ不合理デアル，君等ガ 

唱へテ：居ル所，ノ保険法案ナルモノハ理路整然タルモノデアル，即常ニ现想的ノモノデアルト云フ 

コトヲIf}ヲ頌へテw ハレタノデアリマス。鋒ノレニモ枸ラズ災_抉助法案々女脑ガ多イ,不合理デ 

アノレト云フコトヲ認メ〈ラレ，一面ニ於テ保険法案ナルキノハ非索ニ合理的デアル，理想的デアル 

卜云フコトヲ認メラレナガラ尚i i ツ労働者ヲ救フタメ ニ保険法ニ変，ル為二立ツテ戦ハントサル 

ル與氖アル代議士ハ，我ガ网業者出身ノ森本代議士以外ニ閼士ノ欠ヶテ居ル.ト云フコトハ粜ニ我 

V’ 々遗憾千万「.卜考，ベルノデケ.リ，マス:。上.

こ こ ■ゆ宵僚の無貴任とならんで，建設資本のその利益代表としての政友会にたい十る不信をみ 

るh とができるp セあるが， ，しかしながらこのよう存社会局にたいする攻是や政党不信を吐露する 

ことfこおいて，かくも勇散であった建設資本家は, みずから顧みてどれほど謙虚であったろうか。そ 

'の意！̂で, やはり副会長横山信毅のつぎのような報告の一部は極めて味わうべき問題を含んでいる，

• r只今此抉助法案ニ対スル初期逝®/Jノ蘇 過 ノ大喪ハ森下沼' 弓リ申上ゲタ通リデアリマスガ， 甚 .

タ'遣憾ニ存‘ジマスコトハ , 各政党ノ方々，政府ノ御役人ハ勿論ノコト， k b k M u M  J ^  JfM

注( 1 2 )同上，史料259質。
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ふマデニふ赤ノ士 テ逢—久ル ! '去フコ!'ハ傘竟火ルニ我々ラ裔命ガ，会朵臺廢焱k麁テ唐ル

■ •ニ，侖4は &会 タ 士 A ノン丄み焱夤声；去‘ 、シ ネ 決 よ 皮 A ; p | .

ヘルモノデアル（拍手)， 或ハ特ニ一z=iノ葚ダ、ンイ労働者ヲ庄迫シテ居ル例ヲ掉へ来ダツデ,我々 

請負業表ト労働者ガ対立ノ関係:ニァルモノノ如ク誤解シ, l i t i iツタ観念ヲ基礎V ジテ色々ノ想像 

，ヲサレルト云ソコドパ甚ダ遺憾ニ思フ。. 故 3 此席ニ於チ先グー言此コトニ付テ御諒解ヲ求メ，皆 

サンカラシテ御使用ニナツテ居ル労f i 者諸君土此精祌ヲ篤ト御伝ぺヲ顱ヒダイト思フノデブリマ

ス。 > M m  V ^ 7^  y / A f t f

W ノ ：r T  i) 4 k :  ノ去‘ 二 ふ • ト 会 ; S  •ト1 # ホ； 4 , ’ H 舍シ

, 々純 杂 U 科 ， i 。 # 分 H i ぬ 森 ; W  士舍； 潘 嫩 i

•力 i f  y j ^ m ^ r y  ^ - ,  4 ) ^ i f t ^ , i

x v l p f  ^  &  i f  A ©  しブくふ会レレ会シふ^ 圣尖シ丨ふ^尖妥尚齒レ士ノレン会

ァリマ文。其結果カラ今日我々ガ常ニ考へテ居ル所ノ此労働者ノ扶助ト去フ a トガ確実ニ出来チ 

イト云フ問題ニ到来スルノデアリマス。此故ニ我々及全国同業者ガ此労働者ノ扶助ヲ確実ュスル

ト沄フ意味ニ於テ反対ヲシテ居ルノデアリマス。j •
' ‘ , ' ■  '■ . . . . _. . . '  . - . ' _

ここには資本家の社会政策にたいする考え方という点で，注意すべきいくつかの蜇要な問題を含

んでいるように思う。' まず第i に，さきに霜:要なfig題として提起した社会政策の費用負担について
.• . • ,

の迚設资本の側の立場が， きわめて明瞭にあらわれている点であり， まさしくごこに薄られてい名 

ように,社会政策の費用負担にたいする強い不満の表明であり，勞働炎害の廪因についての反省め欠

如， この穴任を冋避しようとする態度が窺われるのであって，従って,労働災害保険法をもづでこ
. . . . . . .  . . .. -

れに代えることを要求する連設資本の運動が，実は名同にはその通りであるどし4 •も労働炎書k:た 

いする雇生の貴任を」切回避しようとするどころの薏囪を秘めたものであるこどは明らがセボる- 

大体災铕扶助法案のように工場法め拡大ないし進歩的性格を有ずる立法にたいして，，労働災害保険 

法のようなものをもっで代替させよう<!：する発想そのものが、そもそも間題となるどころであるが,. 

この点についてはめちに論ずるとして，いまひとつ注0 すべきことは，この法案^!対する有力な反 

論として，およそすベての資本主義闺の工場立法にもみられたととろの企業保囊め立場からずる反 

対論がみられたことで•ある。これは工場立法の場合は，これに登場するとこるの論理であり；•わが 

園工場法の場合もまた例外ではありえなかった。 しかしこれはすでに明らかなように社会政策を攻 

搫し，これを付抜きにするための資本の論理としての常豳手段であり，自由競争段階においては， 

ある一矩の論现的妥当性をもつとしても，すでに国家独由資本主義段階に逹していたわが国にお*V、

て， このような主張が独占的な迚設資本を代表する人々によって公然かつ堂々として述べられて V 、
■ ’. .

ることにわれわれは更めて驚きの念を禁じえないものがある。しかしながらこのような一方的な企

注( 1 3 ) 同上. 史料 260莨ン ' ン

• — 10( 咖 一

ん ゴ ，ぐ:‘，改办パ.人てへ分“ 汶ニ，が
、顯 . 、. ' レレ1. ' : ’.」’ . . . : . ' : ： 、.へ..’

国家独rii資本主義形成期における社会政策と労働力政策

業本位の意志表明のなかにも，すでに国家独占資本主義段階に達して，社会政策の契機を鋭く見抜 

ぐところのものもまたみられるのである。 . '

r 即チ我々ハ,今日労働者ノ -):j  ニ，労働者ヲ代表スル所ノ団体ガアリマセヌカラ， 労働者ム代 

ツテ我々が此問題ヲ決_ 、ンテ此ノ運動ヲヤツテ反；•ルモノト見ル コ トガ出来ルノデアリマス……， 

所謂一部ノ人カラ，此案ト云ッモノハ政府ガ其ニ労働i ヲ金； •トi  ;  -j •ト3 1；i 务A i i ふ於+  

タY l i i iラ 未 〉 会 f c k ;  A 弱士ルコ •トヲ指洛セラレ； •トふ；； •ト̂ ; 务 i 士‘ 4 枯 始 去  

ふル俄作リノ-法案ヲ作ッタ，皮肉ニ i 、ン；フ、レバ普選丄逢、〉；儉 ‘ ，去 b ' M  7 ペ A ニ •レふ

ノデハナイ力ト云フコトハ丨丨丨カラ弁明スル余地ハナ力ラウト思フノデアリマス。斯クノ如キ不興 

面目ナル議案ヲ以ツテ，—— 我々ガ又色々ノ議会ニ於テ，肖業者，労働者ヲ代表'ンテ旗々決議ヮ 

. 以ッテ反対ィ声ヲ揚ゲタニ モ拘ラズ，政府ハー向我々，き耳ヲ傾ケナイ ， サゥシテ何処マデモ 

■ 押 、ンテ行クト云フトコロニモ亦何力政略的意味ガアリハ、ンナイ力ト云フコドニ疑惑ヲ深クスルノ 

: デアリマス。之ニ比べマシテ私共カラ出'ンテ居リマス所ノ保険法，是々労働者ノ扶助ヲ確実二期 

'ス ル ト.云■フ上ニ於デ最モ長所トスべキ所ガア，リ々ス，又営業考中ノ負担ゴ堪ェナイト拜フ立場ノ

人ヲ助ケルト云フ点 :=•於テ良イ所ガブルノデアリマス」 （傍点引用者)。 •
, . . 」 * . , . . . •

社会政策としての扶助法と炎辑保険法とはひとしく独占段階に至ってあらわれる労働者労働保護 

立法であるとし：てもV それは建設資本のいう如ぐ，前者にたいして後者から代替しうるところの性 

質のものではな：ぐ:章た政府のいうところの前者から後者への移行という観点もまた大きな誤りと 

いわなければならない。前者はいわば雇主の貴任が工場ないし事業者における労働安全対策として， 

労働過程と伽値増殖過程との結合の場における,労働力P 効率の高い消費を可能にするところの保 

障とじて，.雇主の義務として負わされる•と.ころのものであり，さらにこれを補完するものと.して， 

保険原理に莲づぐところの後者の存在意義があり，しかも重要なことは，この両者0 相互補完閲係 

を十全ならしめるところのものとして, 労働者階級の主体的な蓮動がある。すなわち,労働運勅に 

たいする極度の庄迫，そしてその全国的規模への展開を阻.むところの政策としての労働組合法案， 

これと同じぐこめZ：つの法案ほ，労働i者の自主的♦主体的惡求はまったく無視され，資本の論邢の 

なかに;埋没させられている:ことに注目しなければならないのではなかろうか。それゆえこの法案の 

成立を，労働階級の自车性をU覚めしめるものとしていか?こおそれていたかは明らかであろう:,

「而モ我_ 並户辦外国ノ労働運励史上ニ於テ明力デアリマス如グ， 土木， 建築ニ従布セル労働 

者ハエ場労働者 .トハ異ナツテ居リマシテ，労資間ニ友情ノ權レタ円満ナ関係方只今迄保持サレテ• 

居リ了ス。扶崎法案ガ顿定サレタ眺ニハ傷害ノ認定,扶助料ノ支私等ニ対 'ンマ、ンテ労資間う意見 

ノ相異ヲ来シマシ1テ，各々法h 依ツテ与へラレマシタ権利義務ノミヲ固執'ンマシテ到底収拾スべ 

力ラザル状態ヲ惹起スルコトベ、火ヲ睹ルヨリモ明ラ力デアリマス。政府ハ名ヲ抉助費用ノ濫堝防

注( 1 4 )间上, 史料261質。
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( 止ニ铬リマシテ抉助法案ヲ制定シテ，此重大ナ社会肋題ヲ傍観ショウトシテ居ラレル態度土アル.

ト云フコトハ，実ニ我々遗憾トスル所デアリマス。其点ニ於キマシテ政府ノ誠意ナリ無責任ナル
(15)

態度ニ顧マ 、ンデ乇皆ザンハ御首肯とナル事ト思b マ ス。j
だが資本の厚顔無恥は, 日本の良風美俗の強調，近代的労使関係の否定，即ち近代的社会政策へ 

のまったぐの無理解に至ってその頂点に達することを忘れてはならない。そしてそれとならんで， 

このような扶助法案の提出自体，社会局.が真に社会软策の樹立をめざして意図したかどうか，従来 

•の当局に対する資本象側の不信が, これにたいする鈕烈な反対!.となってあらわれたこともまた疑い 

えないところである。一方においてすでに独占资本主義の勞働政策の当局者，内務翁社会局の立法 

意図の特徴ば国際的状勢に追随する形式主義としてあらわれ，他方独占資本は社会政策の費用負担 

を国家権力を媒介にして労働者階級に転嫁しようとしたものであり，この両者め間にみられた妥協 

:がいかに見事なもであったか，つ ぎ の 一節はそれを示している。 ：’

「又努働者と取ツテモ社会政策上ノ非常ナル福音ニ接シタヤウニ思パレルカモ知レヌケレドモ，

イザ效ニ■抉助スべキ問題ノ起ツタ時ニ相手方ノ方ニ訴ヘルコ■トみ出来ナ’イ，ト云—フヤウナ法律ヲ作 

ツテ貰ツタトコロデ何ンニモナラナイ。山本宣治君ノ如キモ，亦坪ウ云フ立法ヲシテ再ビ三度ビ 

我々労働者ヲ_ スノデアル力，今回政府ノ提案サレタル法律案ノ中ニ細則ハ勅令ニ依ツテ出ズ， 

ト云フコトニナツテ居ルガ，勅令デドウ沄フコトヲシテ出スノデアルカ, 勅令デ出スト云:ブコI  

ハ弾力性ニ富ンギト.云ハレルガ，工場法ノ如キハ勅令ニ依ルト云フコトデ弾力性ヲ有ツテヰルガ， 

或ハエ業倶楽部ド力或ハ勒績連合会ト云フャウナモノ力ラ勅令ヲ出ス前ニ反対ヲ受ケタ為ニ，全 

. ク無意義ナ勅令ヲ出サレテ居ル。今度モ西ビサウ云フ0 ニ遭ハス積リデアル力，労働者ヲ欺瞒ス 

ルモ捧ダ、ンイト云フコトヲ極言セラレテ居ル。 ソレニ対シマ、ンテ現在ノ社会局長官ノ長岡君ハ, 

此卢ハ成程請負業者ノ中ニモー部反対ノ声ハアルケレドモ， 決'ンテ是パ全部ノ請負業者ノ反対デ 

ハナイ，適切法案デアルト沄フコトヲ極力広言シテ，政府トシテ出シタノデT ルト云フコトヲ申 

:ンテ姑リマス。私ハ此ノコトヲ思ヒマツテ現在我国ノ政治ハ属僚政治デアルト云フコトヲ甚ダ遺 

憾トフ、ル。[i]》 •トコp ニョレバ此案ハ免年;ft：岡君ガ万国労働会淼ニ/i 士 •レ; 丄务晏iih!h 

m m ) m m b s ^ 4 )  h k k ； •ニ， 丄士； ；ニA f W m バ  h

二 士 丄 必 ；4 丨少1 4 + 少作‘ンふ凑少チノ •レ f• 会ニン 4 バ 16)(傍点引州者)。

山木宂治の反対は,あくまでも労働者階級の立場を無視した法案にたいする労働者階級の立場か 

ちの反対であり,その攻槃の^!標は政府の立法態度における形式生義的模倣主義であって，雇主の 

« 任についての何らの免貴をも意味するものではないにもかかわらず,あたかもそのような意味に 

とられていることは，政府の態度とならんで同じく欺瞞的といわれるべきであ’り，このような爐度

注（1 5 ) 问上，史料263質。

( 1 6 )同上，史料267頁。 •
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こそ，;侧 者 陪 級 の 塊 方 と し て の 独 与 資 韦 喊 化,麵 的 •専 制 的 労 键 関 係 の 讚 美 が あ ら ゎ れ て く る  

.所 以..で あ る 。'松!!丨.竹.千 代 は ， つ ぎ の よ う にcpベ て い る。.
r荀モ国浓カ法律ヲ制库シチ是等ノ人々ノ炎害ヲ救ハウト沄フカラタ、其法案ガ本当ニ-是ナラ 

パ',法律トシテ実行シチ確ニ労_ 者ヲ救ヒ得ラレルモノデアルト云フ非常ナル▲信ノ下ニ立テラ 

レタモノフ-ナ ケ i<ハナラヌ-t ノト私ハ信ズルノデアリマス。然ルニ其 点 ニ付テ私ガ政府‘当局ニ質 

シマシタ所ガ，固ヨリ確固タル信念ガナイノデアリマス，マア大シテ是デャラナクチャナラヌト 

云フ考モナイガナイヨリ増デアル， マア容易ク云へパ社会的ノ立法ガ少ィ力ラ徐々ごャッテ行ク 

ヨリ仕方ガナイト云フ考ヨリ出シタモノデアル，斯クノ如キ信念ノナイ所ノ法制ニ依ッテ社会立 

•法ノ名ヲ得ントスルノノ、甚シイ不真面目ナモノデアルト云フコトヲ政府ニ向ッテ弾劾ノ声ヲ.掲ゲ 

.タノデア）マス.(拍手)。.諸?1丨ハ此她“合シテ.斯ク..モ盛大ニ大会.ヲ営マレル.其目的ハ难 ijiニ此现布 

— 於ア問題•トナツテ居リブスル災害抉助法案ノ阻此サへナ、ン 得 レバソレデ宜シイ，云マノデノ、ア 

リマスマイ，即チ萍君ノ御 意 見ノアルJtハ此法案デハ諸君ト最モ深イ関係ニブル労輝!者ト北々ニ 

働キヲャラナヶレバナラヌト云フ所ニ真ノ核心ガアルノデアラウト思ヒマス (拍手)。 _  ノ御考  

— ナシア居ルノハ，諸君ノ目的トスル所ハ此法案ヲ阻也スル二 非ズシテ，此法索デハイカナイモ 

ツト澈底的本当ニ労働者ヲ救ハウトスルニ適再ナル法案ヲ作ラウト云フノガ目的デアリマセウ，

V玆—於 ァ 諸 君$希 望 致 、ンマス， 現 在 此 政 府 提 出 ノ 法 案 ハ 杜 撰 デ ア リ 如 何 ニ モ 実 行 性 ノ 伴 ハ ナ イ ト  

云 フ コトバ是ノ、諸 君 ト 共 と 等 、ン ク 認 メ テ 居 ル ， ，ソ レ バ カ リ デ ハ ナ ク 恐 ラ ク 政 府 当 局 自 身 モ 今 口 デ  

ハ 早 ハ ノ タ コ ト ヲ ャ ツ タ ， 余 リ ニ モ 不 用 意 デ ア ツ タ ト 云 フ コ ト ヲ 心 窃 ニ 感 付 イ テ 居 ル ト 云 フ コ ト

ヲ 私 ハ 確 信 ス ル ノ デ ァ ル 。 其 勉 デ 我 々 ハ 齡 4 、シ备■論 、シ； ； ；•卜;、; — 命  

スル所ノ無 !•:百 五 十 力 ノ 如 齡 ハ，瘀 ン ト タ 滅 ニ 於 备 克 ノ •レ;•卜；/ 邊 ノ レ 減 ；命 、〉

マ ス ヵ ,或 ル 酬 ノ 下 ニ置力 レテ唐ル I f k y  y  ^ T  “ え 固 ヨ リ 現 在 ノ 関 係 ニ於 テハ多クノ美 

点モアリマセウガ，矢張今日ノ時勢カラ考テ此儘デハ>  ラヌト云フコトヲ考へテ貰ヒタイノデア

:ノ了ス。併 '对 ガ ラ 過 - 齡 沾 ；逢 M ; 古 齡 命 ； •ト¥ が ；# r ; ♦ “ 金 .

ノ業界- 於テ■ タ％デアッタトェマフ成‘ : * ハ* ニ* * ハ*  [•スルニ處ルノデァ)；4 A ,*此难業界 

—li<テ敢モ起’ンイ」，トハ争議テ•アル.ト思プ。彼ノ|英国デサ.へモ. 「ダネラルストライ七、.1 ■；則問ノ 

ぞで:夫争議ノ 6 ヶ月と及ンデ英国ノ如午大產業国デスラ争議ノ為ニ営業ガ不能ニ陥ツタ。彘合論 

程恐ルへキモ；ハ 士 七 齡 f ノ务ネ卡；ハ士七是ノ、命舍；間ニ; ^  ノ•レ； し，、金 J 洛》トシ-タん 

免モ角争 a ガ士士  一  y レ会 ; m 由二— v 齡 丄 灸 ふ ふ 》 献 丄 触 ; み a 去 \

使用 ? ; ) トノ間ニハ^ 1ラ し ふ ふ み マ + ノ•レi ' 云 ；コ •ト多i t k ' シ+ 倉 ふ 4 ;  •ト4 ユA i ノ•レ；少 +  ') 
マス.丄 （傍点引用者)。

封 妞 的 •親 分 子 分 的 な 屈 用 関 係 を もって，“万 邦 無 比 ” の わ が 国 古 来 の 美 風 と なすといぅょぅな

, 独占資本主義形成期における社会政策と労働力政饱

注( 1 7 )同上，史料270—271頁。
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里M至座細に扣蛉名社务fe癀と勞働力jgt镜 

資本の観点のもとで社会fe策のもつ合理性は香定され，社会政策の実蹲がむしろ努働善翁の原因と 

なるという誤った考え方令導き出し，また労働争議のないところに社会政策の必耍はないのみ：‘ら 

ず，それは妞設資木そのものの存在を危くするものであるととにならぎるをえない。名古屋土木建. 

..邊業組合i?ド丨滿会员，田中観助の意見は，■.この考え方をもっとも.よ’く代表する。’.、. .

「政府ノ今问提出セラレマシタ扶助法案， 之二代フルニ国営保険法案トノ優劣ニ付キマシテハ 

論議が奴サレ尻ルノデアリマス。唯私ハ諸君ト共ニ苟クモ土木建築請負藥ト云フ商売ガ出来テ力 

フ、斯フム*フ法案ヲ以ツテ脅威セラレタト云フ事ハ曾ツテナイ, 私共ノ茈商売ハ此法案ガ通過シ 

マスナラハ绝ニ政友会内閣ハ土木建翁業着 セリト信ズルノデアヴマス (拍手)。春秋ノ_法ヲ  

以テ致シマスナラバ, 此意味ニ•於キマシテ労働争議ハ随分不良学者と煽動セラレタノデァリ七ス 

ラ}象十-木碰築業会ニ於チハ，未ダ曾テ勞働争議ト云フコトハナ力ツタノデア 1；マスひ。8]

労働溝炎茜扶助法案ほ, 1 930 年 , 多くの修芷ののち成立するとととな右のであるが， ひとハに 

仪労働組合法案の鹿棄とぴぎかえともみ先名とこちのものであ り，労働者階級の組織的な力の弱さ 

から，次第に骨抜きとされるのであるが/いまひとつは，* 資本家の反対j；こよづて,国営保険なる炎 

I f 扶助贺任法が併わせて提案されることによって, 第 59議会において通過をみたのであった。 し 

かし折角成立したにもかかわらず，その後，準戦時钵制= 軍国主義的• フアシズム化への過程で，

ほとんとその存.在意義を失わねばな.らなかゥた。■こう.したわが国における国家独占資本主義段階に 

おける社会政策の特質として，その労働者災害扶助法とならんで，きわめて重要な退職手当法問題 

4こふれなべてはならない。

ベ ， ..ぐ: . . ' ノ . _ へ ' . — . . '

... n r ..』 .
■ : . . . . *

退職積立金法は，政府が失業保険制度に代わる失業対策として，そしてまた一方, 満州事変以後，

:愈速に拡大していく戦時経済のなかで，次第ヒ蜇大な問題となってきたところの労働力問題に対処 

■すべぐ扣しすすめられたものであった。 しかし社会政策としての退職金制度6D問題については， 

、歴史的な背贳があった。 すなわち明治30年代において, 機械工業 • 造船業'などの重工業部Mにお 

ける男子熟練労働渚のいちじるしい払踩に悩まされた経営者は, 労丨動力を確飯し，勞働者を矣く手 

許におしとどめておくために，いわゆる強制貯金をはじめ永年勤輯賞などめ手段により，勞働力の 

企梁丨ノ定苏をはかったのであった。だが，労働組合運励の展開のための諸条件が,治安警察法によ 

って眼われ，依然として極端な低貨金のもとに喘いでいた労働若は‘，その消極的な抵抗とじて，労 

働移励をやめようとしなかったため，労働力の確，はますます困難となるに至ったv 資本家は， こ ；

■ .  . ... '__ _ J ■. ■ _____

.注( 1 8 )网上，史料272贺。

( 1 9 ) これについては，農商務省篇「職工啡愦」が参考になる，

^ — 14 ( 6 ^ ) - —

ノみ V '3'：：Vi'レ 'V ぐぐO W ぺ:べて ''，•に。.•瓜免さ-'V ノ象•奴 、、

国家独由資本主義形成期^ おける:社会政策と労働力政策 

來にたいし，募集費の増大をぐいとめ> 旁働者の低勤続—- 俾能率を承め，定着させ,さらに勃興 

しはじめた勞働墀動め蝣大を陴ぐために，新しぃ手段と.して, 企業内福利施設，年功序列型の锊金 

制度，資本家主導の共済組合，退職金制度などをとるようになづた。これちの諸制度は，明治後期 

より形成されはじめ，第 1次太戦中がら戦羧にかけて次第に普友し，昭和科年前後には大企業に . 

おいてほぼ確立されたといわれるが，これらの諸制度の導入によっで，労働者の個別企業における 

定着性は向上し，雇用は固定化の傾向をたどりはじめ，永年勤続ないじ終身雇用とぃわれるわが_  ；

労働関巧丨の特質が形成され，労働者の個別資本への物質的，精神的従属が形づくられ，強 め ら れ た 、

■のであ .る。-.. , ；■： . . , ■. . . . . ■ ?  .■ ■.'...卜.'-.•ニニ:j
わが国における労務管理体制の成立は, 労働者状態• 労働連動の変化および発展に即応して，い | 

X りかめ時期にわけると.とができる。すなわち鎗1 期は, 日露戦争後から第1 次值‘界 大 戦 の 初 期 顷 | 

まで， :1906~-7年め大争議および大運動め衝撃をうけて，労資関係の再編成が独占的大企業を中心 

ヒ々進行;していっfこ時期であり, 第 2 期は，第 ；I 次大戦の影響が，経済および労働市場にぃちじるし - 
、いインパダトを与え，わが国における巨大独古資本の成立が決定的となった大戦の終了期，とくに 

1920年の戦後恐慌の時期まで, そして第3 期は，その後， 昭和初期の大恐慌期をへて準戦時体制の ：j 

峙期に入るところの1的1年頃まで，そして第4期はそれ以後.ということができる。そ し て こ こ で 問 ：! 

題となる© はまさに第3.期であり, . いわゆる国家独占資本主義体制や成立のなかで，次 第 に 矛 盾 を '|| 

•深くしていく労働力政策の集中的表現としてあらわれたとをろのものであづた。すでに第1 期 に お ! 

，いては.， 1900年代の初頭にはじまる工場諸運動と労働運動および過激な社会主義運動の発展およ :| 

びその鎮圧を背景として，資本は，一方において技能養成を中心とする子俞ぃの労働者の狨成の意 |

:図をもって，企業の存立の基礎を揺る.がすところの罷業に対抗しようとしたが,他方において企業 l| 

負担による福利施設をもって労働者の不満の爆発g 備えようとした。1907年 (明治40年）の 鋏 逍 庁 ；

:現業員の共済_ 合をはじ今として，民間においても, たとえばその代表的なものとして，鐘 淵 紡 續 |  

会社にみられるように，大企業女中，L、として企業内共済制度の展開がみら(說，決 第 に 大 么 業 内 部 に 丨 |  

共済組合が続々と成立することになった6 第 3 .期すなわも第1 次大戦 後 か ら 世 界 大 恐 慌 期 に か け て |丨|  

雜，官寒おび民間企業における共済組合制度耷はじめ , 企業内福利施設め充実が, 労 働 力 の 確 保 ：:|| 

ならびに足どめ策として政策的减随された時期であるが,いうまでもなく  ,それは1 部の独丨!;的 ' ；|  

企業かこれにつぐ目大企業および官業部門に限ちれており，中小企業においては ,:その財政的指礎 | |  

からしても到底なしうるところではなかった。 しかしながら第1 次大戦後のわが国は，一 方 に お い | |  

M 巨大企業を中心とする资務管埤体制が強化されるとともに，他方,大戦中め国内的《国際的な大. ' |  

琪件，すなわちロシア取命，米騒動, 総同盟の尖鋭化，前衛政党の建設などに刺戟されて，政府は ‘ I
~ ;  ------…….■..■■■~'ニ------- *.
注(20) A眺 帘 「定年制•退職金‘ 退職年金」（労働旬報社）1968年, 51頁d I
⑶ これについては佐ロ ♦  r日木社会保険也（_ 評論社)，w56年参照ン.パ -1

~  i m m  ■—  | |
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国家独占資本主義形成_ fcおける社会政策と労働力政策
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真剣な対策を考慮せざるをえなI 、立場におc、込まれ，労働組合法案の制定，治安警察法の改芷など

主として治安対策的な立場からの社会政策の強化が図られるとともトこ，労働者の保健衛生について 

の立法的措置が考えられ， 丨921年, 農商務省工務局労働課は, 「健康保険法案要絢J を脱稿し,工 

場法おょび鈹業法を# 完寺るものとしてめ酿康保險法がく第45議会において通過したのであった。 

これは，企壤:内共済組合との関連で, 幾多の修芷が試みられたのセあるが，結局保険者としては政 

府管掌と組合管挈とのニ本’建となり，そめ結果，財政的甚礎の薄弱な思恵的な民間共馇組合は次第 

に亡び，官業共済組合のみがその代行機関とL て考えられるという好ましからざることとなった。

ところで，近代的な社会政策としての社会保険は，医療保険,年金保険おょび失業保険の彐つにょ 

っで成立っているめであるが，すでにみたょうにそのひとつとしての医療保険法が不完全なものと 

はいえ比較的早期に成立をみたのに反し，労働者年金保険は族3 年に制定され， 44年に厚生年金 

保險法と改称されたのであった。 しかしそれとても軍#费調達の一手段として行なわれたものであ 

るところに重大な問題を秘めているし, また失業保険法に至っては，第 2 振大戦前には, ついfc成 

立をみることなく，ょうやく1947年, 占領卞の民主化過程^;おいヤ成立をみたのであった。失窠保吟 

法案が，慢性的 • 構造的な失業の深刻化するなかで，成立しえなかったのは，いうまでもなく，資 

木豕伽からのはげしし、反対にょろていることは勿論であるが，これに代わる退職積立金及退職爭当 

法もまた’ 資本家伽の猛反対に遭い, 幾度かめ修正をへたのち，切 36年ょうやく成立をみたのセ、 

あった。このょうに国家独占資本主義段階における我が国の社会政策は，資本家にょるひた^~らな 

る反対，つぎにての根本的修正そし't ：骨抜きという過程にみられるょ^ 丨こ，そめ国家権力の形式主 

義と相応するところの雇主側の恩恵思想•企業内家族主義的伝統の讃美にょる近代的労資関係の否 

Wにみられるところの封建的• 絶対主義的性格のものであった。つぎにこの点についで考察しょダ 

この問題は他 2 年 8 月, 失論策委員会第 2 回総会において，「失業若救済の為にする事業め種 

n , 施行方法，量，. 財源を如何にすべきか，其の不充分の場合救済の為採るべき方法如何」の問題 

を特別委員会に附託した時にはじまる。 そして， 1933年 6 月, 第 3 回総会において，「日雇労働者 

の失業救済施設の改奨励蝴ずる決議案」が採択され，日本の国情に適ずる制度の研をのため小 

委员会は， 1935年 6 月，退職積立‘ 法案要綱を決宠し菇表した, 特別委員会委員前田多門は， 小 

委员会の蒋議経過報告のなかで，当時解屈手肖制度または失業保険制度の存在しない状況に鑑み/  

失業問題の解決のために，退職樹立金制度を制定実施することが適当であり，好ましいとしゾ，一 

の特徴として，①退職積立金のために，労働者にも平時横立金をさせること,②織逆の積立金の 

最低限度は，貨金の100分の 2 と定め，なお斯業の利益が大であった場合には，附加して樹立てん 

なすこととしている点，③解屜退職の劇；[丨に依り，給与に厚溥め差等を附し労働者の勤続を與戚ノ 

し’ ％務l r 现に；Mせしめることとした点，④中小企業にたいしても,本法の負担に十分耐えるょう 

に配組されている’匕と，な..どが報告されたのであっ^^'」

パ'^  丨地：ぬ议式饭浓ぬ於识汽印取で次ぬ終匕ぐルリ^̂

国象独占資本主義形成期における社会政策と勞働カ政饿

しかしこの案が一度発表されるや， 资木家側からはげしい反対がわき上り， その結果， 1935年 ； 

ね月， 特別委員会は旧案に大幅な修正を加えた結见総会において決議され， 返職桢立金法袈綱 ■ /:

(修正案) が出されたのである1 これによれば修正案は多くの点において労働渚保護の点からみて後 . ：| 

退を示していることは疑いえない。すなわち，①適用事業所従業员数を，工場•鉱山については旧 

案p 10人以上から30人以上とし，かつ職員を全部除外したこと，② 旧 案 に あ っ た 労 資 双 方 貨 金 の j 

1 0 0分の 2 ずつの積立金を併わせて退職稂立金として管理させる制度を，労 资 別 途 の 積 立 铪 迎 制 度 ：■ 

としたこもつまり , 労働者侧は，自己穡立分以外は受領拖を制限される，③また旧案が，一 定 標 I 
準以上の利潤ある事業にたいして賃金100分の 1 の狖立金を命じていたのに反し，新 案 は 前 坝 の 事 . I 
業主積立金中，不用となった部分のみを，その横立金に繰り入れるというのであった。こ れ に よ っ I 

;てみるに/ , こ0 大幅な修正はやはり，社会政策立法としての本質を大きく改変させるものとなり， ‘  ̂ I

適用きれる大中企業労働者にとづても，きわめて効果の少ないものとなるのはさけられなかった。 . : |  

しかしなが!^  ; のよ:うな微温的な法案にたいしても，資本家侧がらの反対をまぬがれることが丨 |  

できな.かつたのであっ了, たとえば，藤原銀次郎は，失業対策委員会総会において，退 職 手 当 制 の ぐ |  

普及は必然.9 勢いと認めながら，つぎのような点を理曲として反対の態度をとったことは注行に値■

しょぅ。 I
. 「退職手当金は，永年_ 続に対する慰労感謝の現われであると考えるのが常識観念となってい I  

る。従 9 て，. 自発的に感謝の気持で之を支給し，感謝の気持re之を受けると云うことが，本 制 度 ‘. j  

ゐ眼拐であること。然るに，各自の財政に応じて，漸進的に獎励されるのならば別であるが，突 

然 2 パーセントないし3 パーセントの新しい资担を強制的に課するのは，事き:主 と し て は ま こ と ‘|  

に心外であるし，エ—の資力の大小，労働者の補類，地方の事愦，他の福利施設との振合等に依 . |  

って边ら差別の出来るのは理の当然セありますが, 职案が之等にお構いなしに，全国の工場，鉱 ' ' ：■

ノ 山に同一の率を強制しようとするととも甚だ無理であること。丨 . I. ....

以上を主たる理由とするのであるが，ここにもやはり， 労 働 力 の 保 護 と い う 近 代 社 会 政 策 の 奴 点 ‘|  

は全くみられず，ひたすら主従の恩患としてのみとられていることが特徴的である。资做!渚保護の. • ‘丨丨_  

観点から，あるいはまた時局的.見地から■里時の大新丨切の論調は概して，退職手当法案に'妗 盘 を 表 し ：|  

てぃた。. . ， . M
「率 い う て ，今まで為政者は余りにも資本家の- . 数一笑によって挙措を左右され過ぎた： ||1  

…•..社会立法飢饉は既に久しいものであった。 さ き に も 論 じ ら れ た 如 ぐ 不 思 議 に も 非 常 時 に.I 
入ってから，却って社会立法は冬眠状態に蹬かれたのであるが，その罪常時•における政治の怠慢 

が, 今日の超非常時を酿すのに与って•力があったとするならば，手の货fr:感 か ら で も 礼 会 政 策 は ：丨|

注 (如） 1■失業対策荽员牵特別委岚会における小姿•只会の难談経過俅竹」（退職的立企及退職:丁:当法浓驭_ 及火料)史

料鲂7卷280—281見  ：.■
. . . .  ぺ 
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振作を必要とする。4 この事を力説する所以は外でもない。過去における勞働組合法案不成立<6 

殷鑑が遠くないからである。当時資本家伽の猛運動力'丨貴族院内に有効に働いて大勢を支酉2し，折 

角の衆議院を通過した同法案が* 遂に貴族院に於て握り潰された当時の記憶は余りにも生々しい。 

今回の法案は，その性質が組合法案に比して保守的傾向め入々も理解され易いものであるとはい 

え，組合法案審議当時め如く，衆議院における与党勢力の強圧が利かない今日に於て，潮内相の 

声望i t 往年の安達内相の比でないとすれば，衆議院に於ても既に相当警戒の必要があり，貴族院 

は 『庶政一新の機速に鑑み』てさえ呉れれば，当然本案を支持すべきではるものの,過去の赤 

字のfi己録は阻止策動の奏効を最も懸念せしむるものがある。庶民生活に対する議会の誠-有無の 

試金石として> 今後本案の審議は注視に値するのであf 匕

ここで論調は政府批判としてかなりきびしいものがみられるの.であり，社会政策立法における国 • 

家権力の不誠実/および独占資本の国家機関を従厲せしめることによって，その刹潤獲得の衝動を 

もって，労働者保護に優先させるところの絶対主義的封建的労働関係に対するある程度の批判が秘 

められている。このような新聞に代表される世論の動向にもかかわらず，資本家のこめ法案にたい 

する反対は，かの労働者炎害扶助法に劣らず，はげしい.ものがあったのである。全摩連常務迤事,

膳桂之助の講演は，その意味で-まことに興味深V、。，その批判の要.旨は， 「外国では，国庫が多大 

の負担をする，失業保険その他の保険では大体労 •国家が3 分の 1 宛費用を負担して,失業なり 

廃疾養老遗族と云うような保険を冷っているところが日本では，家族主義，すなわち雇主の温情 

主義によっており，退職手当制度，を普及させるのは結構であるけれども， これを法制化す1るごとに 

は反対であるというのである。法制化反対の論抛として膳が力説するところのものは，ひとつは中 

小企業問題に開連してであり，いまひとつは労働争議を強く意識しているところに， この退職手当 

にたV、して資本家陣営がはげしV、反撥と危惧とを感じなければならなV、理由があったのである。

H h i i k k . i t  i i  A  h m t i  h 是は若し考ぇるにし

ても別の法制が宜い，別な途が宜いと云うような意味から先ず5 0人以下は一旦本法の適用から 

除外して欲しい。それから之も後で申上げますが,稹立金の計算の基礎が一部分は工場の利益の 

大小に比例して決めてあるような規定があるのでありますが，どうも是は矛会酉•己̂ ) ^ 4:0癞命- 

を開く よぅなことにもな り， 又是が燊資0 瘀辜にもなるといかぬから之を ー つ 確定した率に 

直して貰う方が宜.いぢやないか….•..，従来，退職手当を?杯業主が区々に規定している為に,労働 

争議が非常に起きる, 過去数年間の統計では， 約 1 5パーセントばかりのものが， 此問題に関速 

して居る••.…J (ただし傍点引用者）9

以上のような観点から，反対の論理が導き出されるのであるが，制度そのものより，その法案の

注(23) H (朝日新則社説J 昭和 11年 5 月14日 (史料295—如6 貝）。

( 2 4 ) 飪济供楽部g纖 133树，I獅 U 1 牟 8 ^ 1 8  i:K史料 298 H)。 ，，
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国家独占资未主義形成期における社会政策と労働力政讀

内容自体に大きな不満をぶつけることによって暗にこれを骨抜きにしようとする意図が露骨にでて 

いる。法案の作成は時代の趨羚としてやむをえない，従って法案の必要性は充分にこれを認めるが， 

このような内容では到底うけん、れがたいというような修辞法が随所にあらわれ> 結局のところ，そ 

の効果を殺減しようとする深慮に出でるものではなかろうか。

「是は，実は，其時の感じを率直に申しますと，私共は予て; ^ ら退職手当の法制は考えて與れ， 

併しまあどうも時勢がそれで宜かろうと云うなら己むを得なV、ならーつ喜んで御手伝をしましょ 

うと申した,ものの，要するに従来は所謂醇風美俗と申しますか事業主が好い気持で出しで居った 

退職手当, . 之を普及化する合理化するという意味で法律が出来るのでありますから，少し言葉は 

皮肉になるかも知れませぬか，春風駘蕩たる法律が出来ると思って居ったが，出来たものは如何 

にも虎かなんかを遇するような峻厳な，なんと申しますか，冬に氷の上を歩かせられるような法 

律を見たので，実はびっくりした。此感じは実は誰もするようでありま(¥ 。」

法案の内容について不満を表明しつつ， これが実情に添いがたいものであることの例証とじて中 

小企業問題にふれており，社会政策というものが， 日本の中小企業の広はんに存在している状況に. 

おいては無理であるという結論をみちびき出している。中小企業においヤ実行不可能な法案は,.そ 

の必要性はわかるが，結局，法として成立させるわけにはいかないという否定的見解に転化していく 

「一体将来の中小企業工場の問題をどう取扱う猜りなのかと云う国の政策が之を決めるのでは 

ないか，斯う私は考える……。マルクス流の考え方から申せば中小企業と云うものは没落の過程 

にあるのだと承っておりますが,そういう思想が従来の経済学者及び社会立法家の頭にはなかっ 

たか，強くあったのではないか……。一体工場法其他の法制で僅か家内工業から毛の生えたよう 

な 5 人， 10人の工場と， 何千人使い何億の資本金で近代的経営をして居る工場と同じ法律で扱 

うと；Z5：うし’とか少し、無理ではないか，根本には此思想があるのだ...…。. 30人や 4 0人の家内エ 

業殊に個人€>場合であれば,.其人が随分労働者上りの人であって仕入れから注文取りから金策が 

ら 1 人がやって廻わらなくちゃならぬというような人が，此規則が出来ても第一此法律が読める 

.かとうか。実は是は私共でもなかなかわからぬ。分らぬ法律をそんな人が読んで分るかどうか， 

分らなければ3 年の懲役に行く危険がある…!う6し

そして結論的には，「要するに大工業と中小工業占を同じ率ではなく，又同じ取极いをするな」 

という现凼のもとに，中小企業の資金状態からいって，積立金のための強制的な貯蓄は,その負担 

を増大せしめ， もしこれに手をつければ法律上横領となるところの屈主に信託された金額は雇主1に 

無理を強いるものというべきであり， 「社会政策的に考えて， 外国でもそれが無理だと云うのザ' .

烟豕か 3 分の 1 の補助をして労働保険をやって居る。.’それを何故日本だけが辦業主の治発的或け是

—         ’ .
.注 (25〉 同上，300

( 2 6 ) 同上,.301寅。 • .
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が捉励ならいざ知らず，法律で3 年の懲役を課してまで，之を強制すべき法律上め稂拠は,私は朱 

たに分らないのでありますJ という見解を, われわれはどのように理解すベきであろうか。失業保 

険には絶対反対の態度をとり， しかもこれに代わるものとして提出された逍職金法案に/こいしても 

反対するという頑迷な態度は，あたかも労働組合法案の運命を想わせ名もめがあった。すな‘ ち， 

クフ働組合法衆の場合，治安警察法第17条の廃止がその制定を妨げているというところがら， 最初 

はその撤庞に労働運動の力が注がれたのであネが，その後，治安警察法の改正に伴なって，労慟組 

合法を成立さすかの如くに見えながら，その成立を阻むためのあらゆる手段を弄し，ついに治安維 

持法を制妃するに：至ったことをみれば明らかである。このような態度が，労働者階級め憤激を買っ 

たことはいうまでもない。全日本労働総同盟会長松岡駒吉叹つぎのような反論は，わが国独由資 

本の社会政策についての無理解，いやむしろその反動的性格を衝いたものということができる。

「労資の丨丨U題でも固より其の通りで灰) りまして，段々と日本固有め，どとが独創的な外国それ 

とは他質の逆ったもめになりつつあるのでありますが，全產連は一流のイデオロギ一で故意にふ 

の現状を無視して居るのであります。先日膳さんは社会局の官吏が小児病的だと偉い_慕で憤慨 

して屈ましたが，全產述こそ妙なイデォロギ一に囚われて居るのであります。精々善意的に見ま 

しても，何か行掛りか世間体に囚われて，無暗矢爐に神経を尖らして居-るとi り考えられない办 

であります。全産連の斯くの如き態度が，如何に労働者の階級闘争的気分を刺戟しているかと茇 

う事を考えまして，私は甚だ遺憾に堪えないのセあります……。- 社会政策の貧困が,国政め上に 

深刻に反将吟味されなければならぬ訳であります。私は，全国民をしt : 非常な重圧と不安を感ぜ. 

しめるような5 .1 5事件以来の深刻な政情の一原因を，社会政策の貧困に見出すのであり味漂^。丄 

返職极3Z金及退職手当法案は, 修正ののち， 第的議会において通過す .るのであるが, しそれ任ま： 

さしく戦時国家独由資本主義段階に突入し，戦力埔強と国民精神総動員め叫ばれる時代にふ さ わし 

く，企業の資本蒂狖め袈求に応えるものとなり，一方それは，勞働者階級^ :とっては，イソプレ— 

シ3 ンの進展によって収奪を強化されるところの一手段と化したのである。

1929年恐慌以後の国家独占資本主義政策の本格的な発展のなかで，わが国の社会政策は,何故に 

ァメリ力合衆国にみられるようなニュー• デイ一ル政策やイギリスにみられるが如き社会保障体系 

のソランをも.ちえなかったのであろうか6 .それはfnjよりも穷做)者•階級の.逋励の主体性の弱^:に起因. 

するところであるが，わが国の政治拖カ構造の半封建的•絶対主義性格の根独い存在ヒよっヤおり， 

フ ァシズム的祺固出義へ の 傾斜が， ドイツやイタリァ匕劣らず急激であったことがそれを物語って 

いる。 しかしこれらi'こついて明らかにすることは別稿にゆずらなければならない。ただことでふれ 

ておかなければならないことは，わが国における独占资木と掘家権力との特殊の関係であろう。行;.
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論のうちで読者は，_ 家の権力主体がいかに脆弱セあり，それが官僚的形式主義にもとづく属僚政 

治によって代表され，従ってそこには，政治家による指導性が何ら反映していないことを理解され 

るであろう。ニュー . ディ—ル政策に和けるル，ズヴエルトの卓越した指導力，そのほとんど独裁 

的ともいうべき権力行使にたいす吝司法権力の抵抗，そうしたながでの画期的な経済政策の遂行は, 

まことにステーッマソシップと呼ばれるにふさわじいものがあった。第 2 次世界大戦が，速合_ 側 

の完全な勝利に終ることを予見し，第 1 次大戦後の混沌と混迷の苦渋の教訓を忘れずに，ベヴァリ 

ッジ案を立案せしめたチャーチルにも，そのような侧面がみられたことぼ周知のところで'あろう。

そしてまたこれらの「福祉国家論」の対極に，ムツソリ 一ニとヒットラーのプア 'ンk ' ムが無気味な 

様相を呈して立ち現われたのだが, 囯家独占資本主義段階の定着期ともぃうべき1929年恐慌以後 

のわが国の狂会政策を顧みるとき，われわれは，国家と独占資本の結び目に立つところのステーッ 

マンを完全に欠如し，内容のない形式主義が, 国際的独占資本の圧力のなかで，ようやく社会政饿 

らしきものを，法令の上でのみ実現したにとどまることを知る。独占資本が，国家権力を自己の掌 

握下におくために, 強大な権眼を行使するステ一ツマンあるいは独栽者を生み出さずにすみ得iた所 

以CDものは一体何であったか。積極的に社会政策を推進するとe ろの権力構造を樹立しえなかった 

のば何故であろうか。この意味において，国家独占資本主義論は，わが国の社会政策研究の観点か 

らするならば，さらにきめ細かく探求されなければならないのではなかろうか。’ ，

平井新先生の定年退職記念号に執锥を編集担当者の野地さんから依頼きれたとき，私は先也の御.
専門の社会思想史ないし社会連動史について書こうと考え，ひそかにドイツ社会民主党の草創期につ 

いての資料をあさっていた。 しかし，私は，冬年, 社会政策の授業を担当し，問題関心はむしろ，m 

家独占資本主義段階の社会政浓の問題に集中していたため，本来の意図とはちがったものになってし 

まったことを•平井先生ならびに編集者に深ぐお詫び致す次第でございます。

乎井先生には公私ともに一方ならぬ御指導を賜わり，放た数々の御迷惑をおかけ致し，ここに心か 

らお礼とお詫びを中上げる次第でございます。今後とも，御烛康に充分に御留意の上，御研究の上で， 

いつまでもわれわれ後進の者をお導き下さいますよう切にお願い#丨上げる次第でございます。一言お 

获れの.言葉とさせていた.だきます。. ノ '
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